
第

六

百

七

十

六

号

令

和

八

年

四

月

十

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

市

町

村

課)

一
四
七
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の

防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

防

災

課)

一
四
七

告

示

○
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
指
定
の
解
除

(

自
然
環
境
課)

一
四
八

○
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
公
園
計
画
の
廃
止

(
同

)

一
四
八

○
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
公
園
事
業
の
廃
止

(
同

)

一
四
八

○
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
の
指
定
の
解
除

(

同

)

一
四
八

○
御
嶽
山
国
定
公
園
の
公
園
事
業
の
決
定

(

同

)

一
四
八

○
御
嶽
山
国
定
公
園
の
特
別
地
域
の
指
定

(

同

)

一
五
〇

○
御
嶽
山
国
定
公
園
の
特
別
保
護
地
区
の
指
定

(

同

)
一
五
〇

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
課)
一
五
一

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)

一
五
二

規

則

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
十
八
号

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定

め
る
規
則

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

令
和
八
年
岐
阜
県
条
例
第
九

号)

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
四
月
十
日
と
す
る
。

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
十
九
号

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
四
月
十
日



第
三
条
第
二
号
中｢

及
び
白
山
国
立
公
園｣

を｢

、
白
山
国
立
公
園
及
び
御
嶽
山
国
定
公
園｣

に
改

め
、
同
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

警
察
本
部
地
域
部
地
域
課｣

を｢

警
察
本
部
警
備
部
警
備
第
二
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号)

を
も
っ
て
指
定
し
た
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
公
園
計
画
を
廃
止
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号)

第
七
条
の
三
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
公
園
事
業
を
廃
止
し
た
の
で
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号)

第
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
御
嶽
山
県
立
自
然
公
園
の
区
域
内
に
お
け
る
特
別
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

自
然
公
園
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号)

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
御
嶽
山
国

定
公
園
の
公
園
事
業
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

な
お
、
公
園
事
業
の
位
置
を
表
示
し
た
図
面
は
、
岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
自
然
環
境
課
、

飛�
県
事
務
所
、
高
山
市
役
所
及
び
下
呂
市
役
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

公
園
事
業
の
決
定
事
項

単
独
施
設

事
業
の
名
称
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胡
桃
島
キ
ャ
ン
プ
場

野
営
場

高
山
市
朝
日
町(

胡
桃
島)

濁
河
温
泉
周
辺
の
駐
車
場

駐
車
場

下
呂
市
小
坂
町(

濁
河)

濁
河
温
泉
給
湯
施
設
及
び
濁
河
水
道
施
設

給
水
施
設

下
呂
市
小
坂
町(

濁
河)

濁
河
市
営
露
天
風
呂

公
衆
浴
場

下
呂
市
小
坂
町(

濁
河)

登
山
道
口
ト
イ
レ

公
衆
便
所

下
呂
市
小
坂
町(

濁
河)

の
ぞ
き
岩
避
難
小
屋

避
難
小
屋

下
呂
市
小
坂
町(

小
坂
口
七
合
目

及
び
八
合
目)

根
尾
滝
駐
車
場

駐
車
場

下
呂
市
小
坂
町(

根
尾
の
滝)

一
ノ
鳥
居
公
園

園

地

下
呂
市
小
坂
町(

下
島
向)

が
ん
だ
て
公
園

園

地

下
呂
市
小
坂
町(

巌
立)

が
ん
だ
て
公
園
駐
車
場

駐
車
場

下
呂
市
小
坂
町(

巌
立)

あ
か
が
ね
と
よ
駐
車
場

駐
車
場

下
呂
市
小
坂
町(

カ
ラ
谷)

五
の
池
小
屋

宿

舎

下
呂
市
小
坂
町(

五
ノ
池)

五
ノ
池
シ
ェ
ル
タ
ー

避
難
小
屋

下
呂
市
小
坂
町(

五
ノ
池)

二
ノ
池
ヒ
ュ
ッ
テ

宿

舎

下
呂
市
小
坂
町(

二
ノ
池)

二
ノ
池
シ
ェ
ル
タ
ー

避
難
小
屋

下
呂
市
小
坂
町(

二
ノ
池)

車
道

路

線

名

県
道
御
岳
山
朝
日
線

起

点

高
山
市
高
根
町(

公
園
境
界)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(
濁
河
温
泉)

県
道
濁
河
温
泉
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(
公
園
境
界)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

県
道
御
岳
山
朝

日
線
交
点)

落
合
椹
谷
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

椹
谷
林
道
起
点)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

ミ
ザ
タ)

椹
谷
林
道

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

市
道
落
合
九
号

線
交
点)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

落
合
椹
谷
林
道

終
点)

市
道
落
合
九
号
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

濁
川
大
橋)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

市
道
終
点)

市
道
落
合
八
号
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

公
園
境
界)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

が
ん
だ
て
公
園)

椹
谷
林
道

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

が
ん
だ
て
公
園)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

根
尾
の
滝
駐
車

場)

歩
道

路

線

名

三
浦
登
山
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

都
道
府
県
界)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

二
ノ
池
ヒ
ュ
ッ

テ)

開
田
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

二
ノ
池
ヒ
ュ
ッ

テ)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

賽
ノ
河
原)

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

都
道
府
県
界)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

飛
騨
頂
上)

日
和
田
登
山
道
線

起

点

高
山
市
高
根
町(

県
道
朝
日
高
根

線
合
流
点)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

五
の
池
小
屋)

胡
桃
大
滝
探
勝
路
線

起

点

高
山
市
朝
日
町(

自
然
教
育
園
地

歩
道
合
流
点)

終

点

高
山
市
朝
日
町(

胡
桃
大
滝)

自
然
教
育
園
地
歩
道
線

起

点

高
山
市
朝
日
町(

歩
道
分
岐
点)

終

点

高
山
市
朝
日
町(

県
道
御
岳
山
朝

日
線
合
流
点)

終

点

高
山
市
朝
日
町(

歩
道
合
流
点)

胡
桃
島
登
山
道
線

起

点

高
山
市
朝
日
町(

胡
桃
島
キ
ャ
ン

プ
場)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

飛
騨
小
坂
口
登

山
道
合
流
点)

濁
滝
探
勝
路
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

県
道
濁
河
温
泉

線
合
流
点
北)
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終

点

下
呂
市
小
坂
町(

県
道
濁
河
温
泉

線
合
流
点
南)

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

濁
滝)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

御
嶽
山
六
合
目)

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

歩
道
分
岐
点)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

県
道
濁
河
温
泉

線
合
流
点)

自
然
探
勝
路(

濁
河)
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

濁
河
温
泉
北)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

濁
河
温
泉
南)

材
木
滝
探
勝
路
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

市
道
落
合
九
号

線
合
流
点)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

材
木
滝)

飛
騨
小
坂
口
登
山
道
線

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

濁
河
温
泉)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

摩
利
支
天
乗
越)

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

歩
道
分
岐
点)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

御
嶽
山
七
合
目

歩
道
合
流
点)

根
尾
の
滝
遊
歩
道

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

根
尾
の
滝
駐
車

場)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(
根
尾
の
滝)

滝
見
遊
歩
道

起

点

下
呂
市
小
坂
町(
が
ん
だ
て
公
園)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

行
者
橋)

原
八
丁
及
び
ど
ん
び
き
平
遊
歩
道

起

点

下
呂
市
小
坂
町(

行
者
橋)

終

点

下
呂
市
小
坂
町(

し
も
べ
り
橋)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

自
然
公
園
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
御
嶽
山

国
定
公
園
の
区
域
内
に
特
別
地
域
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
別
地
域
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
自
然
環
境

課
、
飛�
県
事
務
所
、
高
山
市
役
所
及
び
下
呂
市
役
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

区
域

高
山
市
内
国
有
林
飛
騨
森
林
管
理
署
千
百
八
十
四
林
班
か
ら
千
百
八
十
六
林
班
ま
で
、
千
百
九
十
六

林
班
、
千
二
百
四
十
三
林
班
か
ら
千
二
百
四
十
五
林
班
ま
で
及
び
千
二
百
五
十
二
林
班
の
全
部
並
び

に
千
百
八
十
七
林
班
、
千
百
九
十
五
林
班
、
千
二
百
林
班
、
千
二
百
四
十
一
林
班
、
千
二
百
四
十
七

林
班
及
び
千
二
百
四
十
八
林
班
の
各
一
部

下
呂
市
内
国
有
林
岐
阜
森
林
管
理
署
七
十
五
林
班
、
八
十
林
班
及
び
八
十
一
林
班
の
全
部
並
び
に
四

十
七
林
班
、
四
十
九
林
班
、
五
十
一
林
班
、
五
十
二
林
班
、
六
十
四
林
班
か
ら
六
十
七
林
班
ま
で
、

七
十
六
林
班
か
ら
七
十
九
林
班
ま
で
、
八
十
二
林
班
、
八
十
四
林
班
か
ら
八
十
六
林
班
ま
で
、
八
十

八
林
班
、
九
十
林
班
、
九
十
二
林
班
、
九
十
四
林
班
か
ら
九
十
六
林
班
ま
で
及
び
百
五
林
班
か
ら
百

九
林
班
ま
で
の
各
一
部

下
呂
市
小
坂
町
落
合
の
一
部

二

区
域
を
表
示
し
た
図
面(

省
略)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
号

自
然
公
園
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
御
嶽

山
国
定
公
園
の
特
別
地
域
内
に
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
別
保
護
地
区
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
自
然

環
境
課
、
飛�
県
事
務
所
、
高
山
市
役
所
及
び
下
呂
市
役
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

区
域

下
呂
市
内
国
有
林
岐
阜
森
林
管
理
署
八
十
林
班
の
一
部

二

区
域
を
表
示
し
た
図
面(

省
略)
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岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
上
字
日
向
山
一
五
四
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
大
垣
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
山
口
町
二
〇
九
七
の
一
、
二
〇
九
七
の
二
、
二
〇
九
八
の
一
、
二
〇
九
九
、
二
一
〇
二
か

ら
二
一
〇
四
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
高
山
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

瑞
浪
市
稲
津
町
小
里
字
宮
ケ
根
六
九
の
四(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
瑞
浪
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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か
ん
が
い
排
水
事
業

(

保
全
合
理
化
型)

事

業

の

種

類

た
め
池
等
整
備
事
業

事

業

の

種

類

剣

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

深

山

第

２

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

七
・

六
・

四

工
事
完
了
年
月
日

令
和

八
・

三
・

六

工
事
完
了
年
月
日

令
和
八
年
四
月
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


